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単独株式移転による持株会社体制への移行に関するお知らせ 

 

アイフル株式会社（代表取締役社長：福田 光秀）は、本日開催の取締役会において、2025年６月24日開催予定

の定時株主総会における承認決議等の所定の手続きを経た上で、2026年４月１日（予定）を期日として、当社の単

独株式移転（以下「本株式移転」という。）により、持株会社（完全親会社）である「ムニノバホールディングス株

式会社」（以下「持株会社」という。）を設立することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。なお、本株式移転は、上場会社である当社による単独株式移転であるため、開示事項・内容を一部省略して開

示しております。 

 

 

記 

 

１．単独株式移転による持株会社体制への移行の背景・目的 

当社グループは、お客様の健全な消費活動や事業活動をサポートし、お客様ご自身が「For Colorful Life.

（自分の色が輝く社会に）」を実現できるよう、グループ全体でサービス向上に取り組んでおります。 

 

当社グループを取り巻くノンバンク業界においては、活況な資金ニーズを背景に、営業貸付金残高は引き続き

増加傾向であります。その一方で、インフレによる金融費用・人件費の上昇など、従来のローン事業を中心とし

たビジネスモデル・利益構造の見直しが必要な状況にあります。 

 

このような環境下において、当社グループは今後の競争力強化を目的に、主力４事業（個人向けローン・事業

者向けローン・信用保証・個別信用購入あっせん）を中心に利益水準向上に取り組んでおります。今後、これら

の事業から生み出した利益をもとに、M&Aを成長の原動力としたグループ利益水準の拡大及び事業多角化を推進

し、ROE15％超、経常利益1,000億円の達成を目指しております。 

 

こうした背景のもと、グループ統制機能の更なる強化が必要と考え、純粋持株会社体制へと移行することが望

ましいと判断いたしました。持株会社がグループ横断的な視点で管理・監督を行うことで、現主力事業に偏重す

ることなく、適正なバランスを有した新たなビジネスモデルを構築するとともに、グループ全体としてシナジー

の最大化を目指してまいります。加えて、グループ各社においては、権限と責任を明確にし、自律的な経営を促

進することで、グループ全体の競争力強化を図ってまいります。 

 

 上記の新体制のもと、持株会社がM&A戦略を主導して事業の多角化を図っていくことで、従来のノンバンクの

事業領域にとどまらない企業への変革を一層推進してまいります。 



なお、本株式移転に伴い当社は持株会社の完全子会社となるため当社株式は上場廃止となりますが、持株会社

は、東京証券取引所プライム市場に上場申請を行うことを予定しております。上場日は、東京証券取引所の審査

によりますが、持株会社の設立登記日（本株式移転の効力発生日）である2026年４月１日を予定しております。 

 

２．持株会社体制への移行手順 

持株会社設立後は、当社の子会社等を持株会社の子会社として再編する予定です。 

 

３．本株式移転の要旨 

(1)本株式移転の日程 

2025年３月31日(月)     定時株主総会基準日 

2025年５月19日(月)     株式移転計画承認取締役会 

2025年６月24日(火)（予定） 株式移転計画承認定時株主総会 

2026年３月30日(月)（予定） 当社株式上場廃止 

2026年４月１日(水)（予定）  持株会社設立登記日（効力発生日） 

2026年４月１日(水)（予定）  持株会社上場日 

ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。 

 

(2)本株式移転の方式 

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。 

 

(3)本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率） 

会社名 ムニノバホールディングス株式

会社 

（完全親会社） 

アイフル株式会社 

（完全子会社） 

株式移転比率 １ １ 

 

① 株式移転比率 

 本株式移転の効力発生直前の当社の株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式１株につき設立する持

株会社の普通株式１株を割当交付いたします。 

② 単元株式数 

持株会社は、単元株制度を採用し、１単元の株式数を100株といたします。 

 

③ 株式移転比率の算定根拠 

 本株式移転は、当社の単独株式移転によって完全親会社１社を設立するものであり、持株会社の株式はす

べて本株式移転の効力発生直前の当社の株主の皆様のみに割当てられることになります。株主の皆様に不利

益を与えないことを第一義として、本株式移転の効力発生直前の当社の株主構成と持株会社の設立直後の株

主構成に変化がないことから、株主の皆様が保有する当社普通株式１株に対して持株会社の普通株式１株を

割当てることといたします。 

 

④ 第三者算定機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

上記③の理由により、第三者算定機関による株式移転比率の算定は行っておりません。 

 

⑤ 本株式移転により交付する新株式数（予定） 

普通株式484,620,136株（予定） 

 上記新株式数は当社の発行済株式総数484,620,136株（2025年３月31日時点）に基づいて記載しており

ます。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交

付する上記新株式数は変動いたします。 



(4)本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

(5)持株会社の上場申請に関する事項 

 当社は、新たに設立する持株会社の株式について、東京証券取引所プライム市場に上場申請する予定であ

り、上場日は2026年４月1日(水)を予定しております。また、当社は本株式移転により持株会社の完全子会社

となりますので、持株会社の上場に先立ち、2026年３月30日(月)に上場廃止となる予定です。 

 なお、上場廃止日につきましては、東京証券取引所の規則に基づき決定されるため変更される可能性があり

ます。 

 

４．本株式移転の当事会社の概要 

（2025年3月31日現在） 

（１）商号 アイフル株式会社 

（２）所在地 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 福田 光秀 

（４）事業内容 消費者金融事業、事業者金融事業、信用保証事業 

（５）資本金 940億28百万円 

（６）設立年月日 1978年2月 

（７）発行済株式数 484,620,136株 

（８）決算期 毎年３月31日 

（９）大株主及び持株比率（発行済

株式（自己株式を除く）の総数に対

する所有株式数の割合） 

株式会社AMG 

福田 光秀 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

株式会社丸高 

JP MORGAN CHASE BANK 385632 

MSIP CLIENT SECURITIES 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 

MSCO CUSTOMER SECURITIES 

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON 

TREATY-PB 

アイフル株式会社 

19.80％ 

12.99％ 

 8.97％ 

 5.13％ 

 4.35％ 

 3.08％ 

 2.27％ 

 1.44％ 

 1.26％ 

 

 － 

（10）最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期 

連結純資産   （百万円） 179,593 201,412 221,396 

連結総資産   （百万円） 1,070,485 1,266,374 1,448,451 

１株当たり 

連結純資産     （円） 
364.01 409.04 455.12 

連結営業収益  （百万円） 144,152 163,109 189,054 

連結営業利益  （百万円） 23,724 21,064 25,302 

連結経常利益  （百万円） 24,428 22,067 26,817 

親会社株主に帰属する 

当期純利益   （百万円） 
22,343 21,818 22,516 

１株当たり 

連結当期純利益   （円） 

46.19 45.10 46.91 

 

 

 



５．本株式移転により新たに設立する会社（株式移転設立完全親会社・持株会社）の概要（予定） 

（１）商号 ムニノバホールディングス株式会社 

（２）所在地 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 福田 光秀 

（４）事業内容 グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 

（５）資本金 20億円 

（６）設立年月日 2026年４月１日 

（７）発行済株式数 484,620,136株 

（８）決算期 ３月31日 

（９）純資産 未定 

（10）総資産 未定 

 

６．会計処理の概要 

本株式移転は、企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。 

なお、本株式移転によるのれんは発生しない見込みです。 

 

７．今後の見通し 

本株式移転に伴い、当社は、持株会社の完全子会社となります。これにより、当社の業績は株式移転設立完全

親会社である持株会社の連結業績に反映されることになります。 

なお、本株式移転による業績への影響は軽微であります。 

 

※参考 

（百万円） 

 
連結営業収益 連結営業利益 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 

当期連結業績予想 

（2026年３月期） 
210,700 29,500 23,800 

前期連結実績 

（2025年３月期） 
189,054 25,302 22,516 

 

 

以   上  


